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平成３０年度中の住民基本台帳の一部の写し閲覧状況 

 

住民基本台帳法（以下法という）第 11条の 2第 1項の規定による申出に関する閲覧の状

況について、法第 11条の 2第 12項の規定により、平成 30年度中の閲覧状況を公表します。 

 

申出機関などの 

名称及び代表者 

株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 

共同申出者 NHK放送文化研究所 世論調査部部長 吉田理恵 

閲覧日 平成３０年１０月１０日 

利用目的の概要 

・国民のメディア接触状況を把握して、メディア接触に関する研究を行う  

・公表により、官公庁や教育関係に統計資料として提供する  

・番組の制作や編成の参考とする 

閲覧に関する住民の範囲 

大字横壁、大字林、大字川原湯、大字川原畑、大字長野原 

10歳～69歳の男女 

昭和 24年 1月 1日～平成 20年 12月 31日に生まれた男女  16名 

 


